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青森県下水道管路台帳システム導入業務仕様書





令和８年５月



青森県県土整備部都市計画課
第１章　総則

第１条（適用範囲）
　本仕様書は、青森県（以下「県」という。）が「青森県下水道管路台帳システム導入業務」（以下「本業務」という。）に参加する者（以下「受託者」という。）の業務について必要な事項を定めたものである。

第２条（目的）
本業務は、下水道管路施設等の効率的及び効果的な管理業務を実現するため維持管理情報及びストックマネジメント計画情報を管路施設に関連付けて、一元的に管理できるよう県が保有する下水道管路施設を対象に下水道管路台帳システム（以下「システム」という。）を導入するものである。なお、電子化した情報は本庁及び出先機関との横断的な情報の共有化や災害対応のほか将来的な広域連携の円滑化・迅速化に資するため、クラウドシステム方式（インターネットASPまたはLGWAN-ASP。）とする。

第３条（法令等の遵守）
本業務は、本仕様書及び下記の関係法令等に基づいて行うものとし、本仕様書に定めなき事項については、受託者は、県とその都度協議し、その指示を受けるものとする。
(１)　青森県個人情報の保護に関する条例
(２)　測量法
(３)　地理空間情報活用推進基本法
(４)　下水道法
(５)　下水道法施行令
(６)　下水道法施行規則
(７)　その他関係法令、例規、規程等

第４条（秘密の保持及び情報セキュリティポリシーの遵守）
受託者は、業務遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約期間後においても同様とする。また、県は本業務内で取り扱う個人情報や、県より貸与を受けるデータ及びシステムの情報保護、品質管理、環境保護の観点から、セキュリティ管理システムが十分に確立されていることを証明しなければならない。
具体的には、以下の資格を取得しており、その証明として契約時に登録証（写）を提出するものとする。
（１）　JIS Q 9001（ISO 9001）に基づく品質マネジメントシステム（QMS）認証
（２）　JIS Q 14001（ISO 14001）に基づく環境マネジメントシステム（EMS）認証
（３）　JIS Q 27001（ISO/IEC 27001）に基づくISMS認証、または JIS Q 15001に基づくプライバシーマーク認定
※　配置予定技術者（管理技術者、照査技術者、担当技術者）が所属する作業担当部署が登録されている事
（４）　JIS Q 55001（ISO 55001）に基づくアセットマネジメントシステム（AMS）認証受託者は、県が別途提示する情報セキュリティポリシーの内容を十分に理解し、本業務に関係する全ての者にその遵守を徹底させること。
県は、受託者が上記に掲げる情報セキュリティポリシーに基づき適切な管理を行っているか、業務期間中随時確認を行い、その結果に基づく指摘等を行うことができるものとする。また、県から指摘等があった場合、受託者はその内容に従わなければならない。

第５条（業務実績の登録）
受託者は、契約時又は変更時において、契約金額が１００万円（税込）以上の業務について、業務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実施情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日（以下「閉庁日」という。）を除き１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から閉庁日を除き１０日以内に、書面により県の確認を受けた上で登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに県に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、閉庁日を除き１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

第６条（一括再委託の禁止）
(１)　受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
(２)　県は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ県の承認を得なければならない。

第７条（契約期間）
本業務の契約期間は、契約日から令和９年３月３１日までとする。

第８条（提出書類）
受託者は、業務の着手及び完了にあたって、下記の書類を提出し、その承認を受けるものとする。なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度、承認を受けるものとする。
(１)　着手届
(２)　実施計画書
(３)　工程表
(４)　技術者届（管理技術者、照査技術者、担当技術者）
(５)　職務分担表
(６)　完了届
(７)　納品書
(８)　請求書
(９)　その他県が指示する関係書類

第９条（管理技術者、照査技術者及び担当技術者）
受託者は、本業務の実施にあたり、次の要件のいずれかを満たす技術者を配置し、各技術者の雇用契約の証明書を提出しなければならない。
（１）　管理技術者
・技術士法による「技術士」（上下水道部門「下水道」または総合技術監理部門「上下水道一般及び下水道」）
・ＲＣＣＭ（下水道）
（２）　照査技術者
・技術士法による「技術士」（上下水道部門「下水道」または総合技術監理部門「上下水道一般及び下水道」）
・ＲＣＣＭ（下水道）
（３）　担当技術者
・資格は問わない。
なお、（１）と（２）と（３）は同一の者でないこと。

第１０条（工程管理）
受託者は、作業の進捗状況について県の要求があった場合は、直ちに県に報告しなければならない。

第１１条（打合せ協議）
打合せ協議は、作業着手時、中間、納品時の少なくとも３回行い、県の要請があればその都度行うものとする。また、打合せ協議に際して、受託者はその内容について議事録を作成し、県の確認を受けなければならない。

第１２条（貸与資料）
県は、本業務に必要と認められる資料を受託者に貸与できるものとし、受託者は貸与された資料について責任を持って保管し、紛失、汚損等を生じないように十分注意するとともに、業務終了後に速やかに県に返却するものとする。万一、損傷した場合には、受託者は県の指示に従い、必要な処置を受託者の負担において行うものとする。なお、県より資料を借用する際、受託者は必ず借用書を提示し、借用期間を厳守しなければならない。
また、本業務で得られた資料及び成果品等は、全て県に帰属するものとし、県の許可なく外部に貸与、複製及び公表してはならない。

第１３条（成果品検査）
成果品の完成検査については、管理技術者立会いの上、県の承認を得た後で受けるものとする。
また、本業務の途中においても、県は、必要に応じて仕様書に基づき検査を行い、受託者に対し不備な箇所について必要な指示を与えることができる。その結果、訂正等の指示を受けた場合は、受託者は、速やかにその指示に従わなければならない。

第１４条（成果品について）
成果品納入後、成果品に契約不適合が発見された場合、受託者は県の指示に従い必要な処置を受託者の負担において行うものとする。受託者の責めに帰する誤りや不良箇所が発見された場合も、速やかに無償で必要な処置を行わなければならない。

第１５条（引渡し）
成果品の完成検査に合格後、本仕様書に指定された提出図書一式を納品し、県の検査員の検査をもって、業務の完了とする。

第１６条（本システムのプログラムに関する権利、保守）
前条の規程に関わらず、本システムにおけるプログラムの権利、保守等については、次のとおりとする。
（１）　著作権は受託者に帰属するものとする。
（２）　本システムのプログラム・サービス使用権は、受託者より「ソフトウェアパッケージ」として、県に対し提供するものとする。
（３）　受託者は、県が本システムを破棄するまでの間、その使用権を承認するものとする。

第１７条（疑義の解釈）
本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、県、受託者協議の上、これを定めることとする。

第２章　業務内容

第１８条（業務概要）
　本業務の概要は以下の通りとする。
・業務名　　委下第１号　青森県下水道管路台帳システム導入業務委託
・業務箇所　青森県　弘前市　外　地内
・業務概要
（１）　計画準備
（２）　既存資料の収集
（３）　クラウドシステム導入
（４）　操作研修
（５）　報告書の作成

第１９条（業務対象）
業務対象は、県が管理する流域下水道（岩木川、馬淵川）、特定環境保全公共下水道（十和田湖）の下水道管路施設情報（管きょ、人孔、人孔蓋、マンホール形式中継ポンプ場、吐口等）と関連する工事竣工図及び維持管理情報とする。下水道管路施設の数量を以下に示す。
	
	岩木川
流域下水道
	馬淵川
流域下水道
	十和田湖特定環境保全
公共下水道

	下水道管路施設
	５２．３km
	５４．３km
	４３．０km



維持管理情報については、以下を予定しているが具体については県と十分な協議を行い決定する。
・人孔蓋点検
・圧送管吐出先点検
・腐食の恐れがある箇所の点検
・人孔詳細調査
・管渠詳細調査
・修繕工事　等

第２０条（既存資料の収集）
県が管理する流域下水道（岩木川、馬淵川）、特定環境保全公共下水道（十和田湖）の下水道管路施設情報、維持管理情報等の既存資料を収集・確認する。なお、流域下水道（岩木川、馬淵川）は既存の下水道管路台帳システムが導入されており、既存システムが保有するデータをシェープファイルに出力し、変換することで利用できるものとする。
第２１条（クラウドシステム導入）
（１）　システムのモデル定義（データ整備仕様検討・作成）
既存の台帳調書や竣工図等を元に下水道管路施設のGIS化を行う。
下水道管路施設データは、管きょおよびマンホール等の図形（ラインやポイント）情報とそれらの諸元を登録する。各施設の諸元については、既存資料に記載の情報、既存の下水道管路台帳システム（岩木川、馬淵川）で管理している情報のほか『下水道台帳管理システム標準仕様（案）・導入の手引きVer.５（公益社団法人 日本下水道協会）』を参考にし、監督員と協議の上決定する。ただし、クラウドシステム方式のうち、パブリッククラウドの場合は、管理権限ユーザーのログイン方法を多要素認証とするか、アクセス方法を専用ソフトによるものとすること。

（２）　クラウドシステムへのデータ登録
GIS化した下水道管路施設データをクラウドシステムに登録する。現行の竣工図等のファイリングデータ（PDF等）を下水道管路施設に関連付けを行い、本システムから閲覧可能とする。

（３）　システム環境設定
１）　データベース・機能設定
データ整備仕様に基づいたデータベースの設定を行い本システムに搭載する。
下水道管路施設のレイヤ分類、表示スタイル（排除区分ごとの表示色、線幅、マンホールアイコン等）、注記表示内容については、既存の下水道管路台帳システム（岩木川、馬淵川）での表現を参考とし、監督員と協議の上パッケージ機能の調整を行う。
設定する維持管理業務の具体については、監督員と協議の上決定する。

２）　ユーザ・権限管理機能
本システムは５ユーザが同時利用可能とする。ユーザ情報の管理（登録、削除及び修正等）は、システム管理担当者である県が一元的に行えること。

３）　動作確認
本システムの使用性、操作性などの機能面を確認するため、下水道管路施設の情報を一部先行してシステムへ登録した上で、動作確認などの総合的なテスト、検証を行うものとする。

４）　システム設置調整
本システムを県が利用できる環境に整えること。

第２２条（操作研修）
本システムを設置後、操作研修会を１回実施する。また、本システムの操作方法を記載したシステム操作マニュアルを作成すること。

第２３条（報告書の作成）
作業内容をとりまとめた報告書を作成する。

第２４条（機能要件）
本システムの機能要件は別添機能要件一覧のとおりとする。

第２４条（非機能要件）
本システムの非機能要件は以下の通りとする。
（１）　サーバを設置しているデータセンターは、十分な非機能要件と災害時でも稼働可能な堅牢性を備えた国内のデータセンターを拠点とし、重要な下水道管路施設情報等のデータを安全に保持すること。
（２）　システム稼働時間は、原則、３６５日２４時間とし、年間のシステム稼働率は９９％以上（保守時間を除く）を確保すること。
（３）　システム利用者のブラウザからシステムへのアクセス時の通信は暗号化すること。
（４）　アクセス履歴・操作ログを取得、管理できること。
（５）　事業者ID・ユーザID・パスワード等による認証を実施すること。
（６）　不正アクセス対策としてファイアウォールおよびWAFを設置すること。
（７）　不正なアクセスや異常な動きを検知するため、専門の監視機能を利用すること。不正監視のログは、長期保存が可能なストレージに保管すること。
（８）　マルウェア等の悪意のあるソフトウェアからシステムを保護するため、ウィルス対策ソフトを利用すること。
（９）　万が一セキュリティ上の問題が発生した場合に備え、迅速な対応と復旧ができる体制を整備すること。

第２５条（納入成果品）
本業務の成果として以下のものを納入するものとする。
業務報告書							１部
打合せ記録簿						１部
システム操作説明書						２部
システム搭載データ（電子データ）				１式
下水道管路台帳システム利用権（クラウド方式、5ライセンス）	１式
以 上
別添１（機能要件一覧表）
	機　能
	内　　容

	基本機能

	拡大・縮小・移動
	マウスのみで操作

	表示制御
	施設やメモ等の表示/非表示を設定

	図形表示
	施設の図形情報を表示

	属性表示
	施設の諸元情報を表示

	関連情報表示
	各施設やメモに写真、図面等の登録と表示

	検索と主題図作成
	施設による検索、施設情報による施設の色分け表示

	メモ管理
	任意の場所にメモを登録、メモ区分による色分け表示やメモのステータス管理

	印刷
	任意の様式で印刷

	アカウント管理
	利用者は、管理者、一般ユーザ、ゲストユーザで機能を制限

	維持管理情報管理
	巡視・点検・調査等の維持管理記録を登録・閲覧、所定の様式から一括で取込む機能

	その他

	対応OS
	Windows１０以降で利用可能

	ライセンス
	システムへの同時アクセスは５台以上可能であること
ストレージ使用領域は５GB確保すること
※災害時は同時利用アクセス制限を解除すること





